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ご相談は
こちらに

　　私の会社では、休憩中も取引先からの電話や来
客があるので、室内に残っている職員に対応しても
らっていますが、労働時間になるのでしょうか？そも
そも、休憩時間はどのように与えるべきなのでしょう
か？
　　まず、最初に、法律は休憩について規定を設け
ています（例外もあります）。

❶長　さ　労働時間が6時間を超えて8時間以内は
　　　　　45分以上
　　　　　労働時間が8時間を超えると1時間以上、
　　　　　にすること
❷位　置　労働時間の途中に与えること
❸時間帯　事業所の職員全員に一斉に同じ時間に
　　　　　与えること（一斉付与）
❹用　途　休憩時間は、職員の自由に使わせること
　　　　　（自由利用）

　ご質問の休憩中の電話対応や接客は、❹の自由利
用の原則に反するおそれがあります。
　この原則に則ると、休憩時間中は職員を労働から解
放し自由にさせなければなりません。解放とは、仕事の
手を止めるだけでなく、指揮・監督から離れることも指
しています。程度にもよりますが、「午後からでいいけど、
これをして下さい」などの指示や、「体操して身体を動
かした方がいいよ」などの干渉もしないほうが望ましい
ということになります。
　組織の秩序として、休憩場所、休憩中の行動、外出
等について一定の規制があるのは当然ですが、それに
反しなければ、お昼ご飯を食べるのも、本を読むのも、
おしゃべりをするのも、眠るのも、職員の自由です。
　そういった休憩時間に、ある職員が、自由な意思で
「たまたま電話の近くにいたのでとった」というなら、働
かせている、とまではいえないでしょうが、徐々に「とらな
いと気が引ける」といった意識から、「出ざるを得ない」
状況になり、「室内に残っている職員は電話に出るのが
当然」な状態になってしまったので、職員間で平等にす
るため「当番制にした」となれば、労働時間になってしま

います。積み荷を待っているドライバーやお店の販売
員などと同様に、いつでも仕事ができるよう待機してい
る状態で、これは手待ち時間といい、労働時間に含ま
れる時間です。
　職員それぞれに（そのくらいはするべき）と思う人や
（仕方がなくやっている）人など、意識も感じ方も様々
で、自由意思か、業務かの線引きはとても困難です。
　ただ、全員が一斉に仕事を中断しても業務に支障が
ないという会社も少ないでしょうから、実際には、職員
の休憩時間をずらして交替で対応してもらうということ
になるでしょう。
　そうすると、今度は、上記3の一斉付与の規定に抵
触してしまいますが、その原則どおりに規制するのは、
こうした会社の実情に合わないため、労使協定を結ぶ
ことによって適用除外とすることが認められています。
　その他、休憩時間は、「労働時間の途中に」与えると
なっていますので、終業時刻を休憩時間分早めて帰ら
せたからといって休憩を与えたことにはなりませんが、
「正午からと午後3時から」などに、分けて与えるのは
構いません。

　管理職の方も、どの職員が何時から休憩に入るのか
を全て把握できるものでもありませんし、仕事に熱中し
ていると、いきなり休憩に切り替えるのも大変ではあり
ますが、労働時間と休憩時間の線引き、という意識は
持っておかれたほうがよいでしょう。
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